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全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇◇ 全全国国税税ホホーームムペペーージジ ◇◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei

〈
出
題
〉
九
段
　
石
榑
育
郎

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉

三
手
目
の
好
手
で
白
を
仕
留

め
ま
す
。

（
７
分
で
初
、
二
段
以
上
）

密
室
で
「
大

連
立
」
を
進

め
た
か
と
思

え
ば
、
身
内

の
反
発
に
辞

表
提
出
。
そ

れ
を
撤
回
し
た
小
沢
代
表
。

民
意
を
私
物
化
し
た
一
連
の

騒
動
だ
っ
た
▼
「
自
民
党
の

王
手
飛
車
取
り
。
王
（
大
連

立
）
は
逃
し
て
も
、
飛
車

（
民
主
党
の
混
乱
）
は
取
っ

た
」
と
、
ほ
く
そ
笑
む
自
民

党
関
係
者
。「
二
大
政
党
と

い
っ
て
も
、
福
田
派
か
田
中

派
か
の
違
い
ぐ
ら
い
し
か
な

い
。
い
ざ
と
い
う
時
束
ね
ら

れ
る
」
と
、
次
の
一
手
を
つ

ぶ
や
く
▼
「
や
っ
ぱ
り
ア
メ

リ
カ
か
ら
の
圧
力
に
抗
し
き

れ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と

肩
を
落
と
し
た
民
主
党
関
係

者
▼
連
立
し
て
も
結
局
、
自

民
党
が
盛
り
返
す
こ
と
は
、

過
去
の
細
川
・
村
山
政
権
で

も
経
験
済
み
。
国
民
世
論
で

「
大
連
立
」
は
頓
挫
し
た
が
、

自
民
党
と
民
主
党
の
間
に
対

立
軸
が
は
っ
き
り
し
た
「
二

大
政
党
」
と
い
う
の
は
果
た

し
て
成
り
立
つ
の
か
。

あなたの署はどんなタイプ

行行（（二二））職職
処遇処遇
改善改善
統一行動

２年前、当時の東京局長は「『昼休み
時間』という表現は全ての業務を行って
いないかのような表現で好ましくない」
と難クセをつけ、写真の掲示から昼休み
という文言を削らせようしました。
そのこともあって、写真のような掲示
をしている署はごく少数で、多くの署は
「12時15分から13時までは職員の休み時
間です」という掲示に変えてきています。
ヒドい署は「申告書の提出などのご用件
がある方は、総務課までおいでください」
との掲示しかしていない状況です。
さて、あなたの署の掲示板は「どのタ
イプ」になっていますか。

交換手さんの声
◇署への入り口の仕事である交換業務は、昔に比べ感
情的な納税者も増え、ストレスは倍増。
◇確申期の派遣社員採用時に十分研修をしてもらわな
いと、交換手に負担がかかる。採用時期も前倒しにし
てもらいたい。
◇職員数・受信数等で配置してきたが、今は１人が退
職すれば即定員減にしており、事務量から必要な人員
は確保すべき。
◇サービス向上が聞いてあきれる。どんどん増える電
話や職員に、人数を少なくしてサービスしろはおかし
い。給与も減らされやる気も失せる。
◇若い直接の上司との心の隔たりがある。そのことで
ストレスを感じないようなコミュニケーションを図る
よう署幹部は指示してほしい。
◇本来、総務課長や補佐から受ける連絡事項も会計長
に一任。交換室の巡回もほとんどない。
◇署の幹部のスケジュールを交換手にも周知してほし
い。
◇下の号俸者が先に昇格している。なんで差がつくの
かわからない、全然動きも見えない。

運転手さんの声
◇必要のないところに金と労力をかけすぎ。目先ばか
り考え、保身に懸命の上役ばかりである。
◇署長送迎など仕事を取り上げられ、総務の雑用ばか
り。一日何をやっているのか分からない。
◇総務課長・統括官の送迎や郵便局の集配などを行っ
ているが、運転計画をもっと早く知らせてもらいたい。
それにしても、総務の職員は忙しすぎ。
◇仕事をさせない方向にもっていかれ、居づらくされ
ているようだ。
◇行(二)職員が誰もいなくなり、総務らしい総務でな
くなった税務署の姿を見てみたいと思う。

用務員さんの声
◇部下数など完全撤廃し、すべての行(二)職員を運転
手なみの給与にしてもらいたい。
◇総務が外部委託業者の管理監督を行うため、不備が
あっても見過ごしがち。日常的な管理を私たちに任せ
てもらえないだろうか。
◇低価格で入札するため、外注業者の仕事は年々雑に
なっている。ただ、外注の人も入札の関係で私たちの
６割位の賃金しかもらっていないとこぼしている。無
理な値下げは酷な話だ。
◇昔からずっと秘密主義が続いており、急に「何処ど
こをこうして」と言われ戸惑うことがある。
◇給与条件とあわせネーミングを考えてもらいたい。
（局も個人も）損得のないものだからすぐ実行しても
らいたい。とにかく用務員という名を変えてほしい。

そ
う
し
た
中
、
他
省
庁
で

は
、
業
務
委
託
職
員
の
部
下

数
カ
ウ
ン
ト
や
付
加
業
務
の

下
数
を
昇
格
の
要
件
に
し

な
い
こ
と
を
含
め
、
思
い

切
っ
た
弾
力
的
運
用
を
行

う
こ
と
で
す
。

「
職
務
給
原
則
」
を
タ

テ
に
、
人
事
院
が
か
た
く

な
に
「
部
下
数
制
限
」
の

し
ば
り
を
か
け
て
い
ま
す
。

ん
。定

員
削
減
が
強
行
さ
れ
る

中
、
国
税
の
職
場
は
も
と
よ

り
、
他
省
庁
で
も
「
１
人
職

和
」
を
図
り
、
一
人
運
転

手
・
交
換
手
の
５
級
発
令
を

促
進
し
て
い
ま
す
。

こ
の
面
で
も
国
税
庁
の
立

ち
遅
れ
が
目
立
ち
、
厚
生
労

働
省
に
つ
い
で
行
（二）
職
員
が

多
い
国
税
の
職
場
の
昇
格
水

準
は
全
府
省
庁
一
劣
悪
に
な

っ
て
い
ま
す
。

◇
　
　
◇
　
　
◇

そ
れ
ま
で
責
任
を
持
た
さ

他
省
庁
で
も
続
出
の

「
一
人
職
場
」

「
部
下
数
緩
和
」
で

立
ち
遅
れ
る
国
税
庁

れ
て
や
っ
て
き
た
仕
事
を
、

当
局
の
勝
手
な
都
合
で
一

方
的
に
取
り
上
げ
、
超
勤

「
昼
休
み
も
食
事
を
し
な

が
ら
交
換
業
務
を
し
て
い
る

の
に
、
そ
れ
に
見
合
う
手
当

の
支
給
は
な
い
」「
休
憩
や

休
息
も
ま
ま
な
ら
な
い
確
申

期
、
手
当
て
が
つ
く
と
思
っ

場
」
の
行
（二）
職
員
は

急
増
し
、
昇
格
の
要

件
と
な
っ
て
い
る

「
部
下
数
」
を
ク
リ

ア
で
き
る
職
場
は
極

め
て
少
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。そ
の
た
め
、

定
年
退
職
に
よ
る
上

位
級
に
空
き
が
出
て

も
昇
格
で
き
な
い
事

態
が
続
出
し
て
い
ま

す
。

昭
和
58
年
、
政
府
が
「
行

（二）
職
員
の
採
用
は
公
務
遂
行

上
真
に
や
む
を
得
な
い
場
合

を
除
き
、
原
則
行
わ
な
い
」

こ
と
を
閣
議
決
定
し
て
以

降
、
最
高
時
６
万
６
千
人
い

た
行
（二）
職
員
は
10
分
の
１
以

下
に
減
少
―
退
職
者
の
後
補

充
を
行
わ
ず
、
業
務
の
民
間

委
託
・
外
注
化
が
進
み
、

「
一
人
職
場
」
が
急
増
し
て

い
ま
す
（
下
表
）。

専
門
技
能
と
経
験
を
備
え

た
行
（二）
職
員
は
、
業
務
の
遂

行
上
不
可
欠
な
役
割
を
発
揮

し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況

を
放
置
し
続
け
る
な
ら
、
行

政
の
継
続
・
安
定
性
な
ど
を

損
な
い
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
も
た
ら
し
か
ね
ま
せ

評
価
、
複
数
班
・
広
域
班

編
成
な
ど
で
「
部
下
数
緩

行
（二）
職
員
の
昇
格
改
善

の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
部

手
当
を
激
減
さ
せ
た
の
は
５

年
前
。「
超
勤
縮
減
」
を
口

実
に
行
（二）
職
員
を
狙
い
撃
ち

に
し
た
の
で
す
。

用
務
員
さ
ん
は
40
年
間
働

い
て
も
月
額
30
万
円
に
も
満

た
な
い
賃
金
で
、
生
活
が
苦

し
く
て
も
兼
業
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当

局
は
採
用
時
に
「
基
本
給
が

低
い
分
、
月
50
時
間
の
超
勤

手
当
で
カ
バ
ー
す
る
」
と
約

束
し
た
の
で
す
。
そ
れ
を
反

故
に
さ
れ
、
入
署
時
よ
り
年

収
が
減
ら
さ
れ
る
の
は
ま
さ

に
死
活
問
題
で
す
。

た
が
、
つ
か
な
か
っ
た
」
と

途
方
に
暮
れ
る
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

昨
年
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
は

一
向
に
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
（
上
図
）。「
日
頃
の
ご
苦

労
に
つ
い
て
は
十
分
認
識
し

て
い
る
」
を
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ

ス
に
終
わ
ら
せ
ず
、「
意
欲

と
希
望
を
持
っ
て
職
務
に
精

励
で
き
る
よ
う
…
働
き
や
す

い
健
康
で
明
る
い
職
場
の
環

境
づ
く
り
に
努
め
る
」
立
場

で
、
喫
緊
の
問
題
を
解
決
す

る
よ
う
求
め
ま
す
。

超超勤勤手手当当のの支支給給はは

左から大平さん(日立分会)、鎌田さん(丸亀分会)、中村さん(東松
山分会)、写真は今年６月の国税庁交渉



総
務→

「
ご
奉
公
」

交
流→

「
服
役
」

【
北
海
道
地
連
】

異
動
期
の
青
年
同
士
の

会
話
。「
総
務
だ
っ
て
？
」

「
ご
奉
公
だ
か
ら
ね
。
ひ

た
す
ら
年
季
が
明
け
る
の

を
待
つ
さ
」。
別
の
青
年

に
「
交
流
？

何
年
？
」

「
刑
期
で
す
か
？

三
年

で
す
」。

か
つ
て
、
総
務
課
や
交

流
は
、
将
来
高
い
処
遇
を

得
る
た
め
の
ス
テ
ー
タ

ス
・
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

今
は
、
処
遇
で
あ
れ
、
交

流
で
あ
れ
将
来
へ
の
見
通

し
が
立
て
ら
れ
な
い
こ
と

へ
の
不
満
が
率
直
に
表
れ

て
い
ま
す
。

超
勤
週
間

【
近
畿
・
東
大
阪
支
部
】

独
自
に
17
時
45
分
で
残

業
調
査
。
10
月
１
日
は
、

42
名
。
３
日
は
14
名
。
５

日
は
18
名
。
超
勤
縮
減
週

間
の
実
態
で
す(

八
尾)

。

そ
の
後
、
各
署
は
超
勤

週
間
？

幹
部
の
声
か
け

は
あ
り
ま
す
か
？

副
署
長
〝
ル
ー
ト
〟

【
北
海
道
・
札
幌
北
分
会
】

朝
早
く
か
ら
５
時
ま
ぎ

わ
ま
で
統
括
が
副
署
長
と

ペ
ア
で
ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ
の
利

用
奨
励
で
６
件
廻
っ
て
帰

っ
て
き
ま
し
た
。
飲
み
会

で
も
こ
の
話
。
利
用
奨
励

の
ル
ー
ト
は
副
署
長
が
決

め
る
そ
う
。
１
日
２
０
０

キ
ロ
を
超
え
る
車
両
走
行
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と
教
わ
っ
た
が
、
そ
う
で

は
な
い
の
か
？

ま
と
も

な
説
明
も
で
き
な
い
計
画

を
よ
く
も
ま
あ
〜
。
最
初

に
件
数
あ
り
き
、
だ
か
ら

こ
ん
な
こ
と
に
。

・
仕
事
に
余
裕
が
な
い
。

上
席
等
に
決
議
の
や
り
方

を
訊
き
た
く
て
も
上
席
も

手
一
杯
。
事
案
が
延
び
て

会
社
や
税
理
士
に
文
句
を

言
わ
れ
る
日
々
。
５
時
15

分
に
な
っ
て
も
と
て
も
帰

れ
そ
う
に
な
い
。
も
っ
と

ゆ
と
り
を
持
っ
て
い
い
仕

事
が
で
き
れ
ば
…
…
。

も
あ
り
、
本
業
以
外
で
統

括
官
に
か
な
り
の
負
担
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

も
っ
と
ゆ
と
り
を

【
東
京
・
浅
草
分
会
】

・
法
人
課
税
部
門
の
調
査

件
数
は
、
い
く
ら
な
ん
で

も
酷
す
ぎ
る
。
特
に
準
備

調
査
が
年
間
７
日
は
、
あ

ま
り
に
も
ズ
サ
ン
で
、
あ

き
れ
る
。
先
輩
か
ら
「
調

査
は
準
備
調
査
が
大
事
」

（
ア
ン
ケ
ー
ト
・
わ
た
し

の
ひ
と
こ
と
」
欄
か
ら
）

パ
ソ
コ
ン
な
い
の
に

【
近
畿
・
南
大
阪
支
部
】

税
理
士
に
ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ

の
奨
励
が
勧
め
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
中
身
は
「
パ

ソ
コ
ン
が
な
い
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
し
て
い
な

い
」
と
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書

い
て
い
る
税
理
士
に
も
再

度
奨
励
せ
よ
と
の
こ
と
。

フ
ー
ン
、
パ
ソ
コ
ン
で
も

買
っ
て
あ
げ
る
の
か
な
？

（
Ｃ
署
発
）

視
察
ラ
ッ
シ
ュ

今
事
務
年
度
は
気
の
せ

い
か
、局
長
は
も
ち
ろ
ん
、

庁
か
ら
も
署
か
ら
も
視
察

が
よ
く
来
て
い
る
。
偉
い

さ
ん
は
、
す
る
こ
と
が
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？

そ

の
度
に
机
も
倉
庫
も
身
奇

麗
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
た
め
に
大
変
で
す
。

本
当
に
必
要
な
視
察
な

ら
ま
と
ま
っ
て
来
た
ら
い

い
の
に
。

（
Ａ
署
発
）

〈
解
答
〉
黒
１
か
ら
３
と
打

つ
の
が
好
手
段
。
白
４
に
黒

５
で
白
死
で
す
。
黒
１
で
３

は
白
１
で
白
生
き
。

ま
た
黒
３
で
イ
は
白
５
黒
４

白
３
以
下
、
白
生
き
で
す
。

実実効効ああるる均均等等法法へへ展展望望示示せせ実実効効ああるる均均等等法法へへ展展望望示示せせ
せ
ん
。

基
本
方
針
は
、「
社
会
的

気
運
の
醸
成
」
な
ど
拘
束
力

の
な
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
心

で
、
企
業
努
力
に
委
ね
る
も

の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、「
厳
正
な
行
政

指
導
」
を
強
調
し
ま
す
が
、

そ
の
保
障
が
ぜ
い
弱
で
、
均

等
法
に
は
企
業
名
公
表
な
ど

の
軽
い
制
裁
措
置
し
か
あ
り

ま
せ
ん
（
こ
れ
さ
え
一
度
も

実
施
さ
れ
ず
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
差
別

禁
止
法
は
、
企
業
に
差
別
是

正
命
令
を
出
せ
る
権
限
を
持

っ
た
機
関
や
罰
則
が
整
備
さ

れ
、
差
別
で
な
い
と
証
明
す

る
責
任
は
企
業
側
に
課
せ
ら

れ
ま
す
。
一
方
、
均
等
法
は

罰
則
や
差
別
救
済
の
仕
組
み

が
極
め
て
不
十
分
で
、
ほ
と

ん
ど
改
善
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
秋
、
内
閣
府
が
男
女

平
等
の
進
ん
だ
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と

の
国
際
シ
ン
ポ
を
開
催
し
ま

し
た
。

両
国
の
共
通
点
は
、
公
的

部
門
で
率
先
し
て
平
等
を
進

め
て
い
る
こ
と
、
強
制
力
あ

る
法
整
備
を
行
い
、
企
業
の

到
達
の
情
報
公
開
、
チ
ェ
ッ

ク
体
制
を
確
立
し
、
改
善
を

迫
っ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。

実
効
あ
る
均
等
法
を
求
め

る
女
性
と
国
民
の
切
実
な
声

に
ど
う
応
え
る
の
か
、
厚
労

省
の
姿
勢
が
問
わ
れ
、
諸
外

国
の
真
剣
な
努
力
に
学
ぶ
こ

と
が
、
日
本
政
府
に
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

厚
労
省
の
労
働
政
策
審
議

会
は
、
今
年
４
月
施
行
さ
れ

た
改
正
均
等
法
（
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
）に
基
づ
い
て
、

今
後
５
年
間
の
国
の
施
策
を

示
す
「
基
本
方
針
」
を
決
め

ま
し
た
。

基
本
方
針
は
「
な
お
実
質

的
な
機
会
均
等
が
確
保
さ
れ

た
と
は
言
い
難
い
」「
改
善

の
動
き
に
は
鈍
化
が
み
ら
れ

る
」
と
厳
し
く
指
摘
―
今
後

の
方
向
と
し
て
「
実
質
上
の

機
会
均
等
の
確
保
」を
掲
げ
、

法
の
履
行
確
保
と
、
女
性
が

働
き
続
け
ら
れ
る
条
件
整

備
、「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」

な
ど
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
審
議
過
程
で

「
結
果
を
問
う
、
実
効
、
成

果
を
問
う
必
要
が
あ
る
」
等

の
発
言
が
あ
っ
た
よ
う
に
、

列
挙
さ
れ
た
施
策
か
ら
は
、

改
善
の
展
望
が
見
え
て
き
ま

拘
束
力
の
な
い

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
中
心

諸
外
国
の
真
剣
な
努
力
を

政
府
は
学
べ

改改正正均均等等法法 「「基基本本方方針針」」をを読読みみ解解くく

責責
任任
をを
持持
っっ
てて
若若
手手
育育
成成
をを

全
国
税
青
年
部
は
11
月
12
日
、
国
税
庁
と
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
交
渉
に
は
、
木
村
青

年
部
長
、
藤
平
青
年
対
策
部
長
を
は
じ
め
６
名
が
参
加
。
国
税
庁
は
、
酒
井
総
務
課
長
補

佐
が
対
応
し
ま
し
た
。

て
も
職
場
へ
例
示
し
、
注
意

を
喚
起
す
る
よ
う
求
め
ま
し

た
。当

局
は
、
青
年
部
の
追
及

に
対
し
、「
交
渉
で
は
現
場

の
状
況
や
気
付
か
な
か
っ
た

問
題
も
あ
る
と
思
う
」
と
言

い
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は

「
ご
意
見
は
伺
っ
た
」
と
の

回
答
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

当
局
に
は
、
職
場
全
体
が

繁
忙
す
る
な
か
で
の
、
仕
事

や
研
修
の
充
実
を
求
め
る
青

年
の
要
求
を
直
ち
に
実
現
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

る
と
抗
議
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
若

手
と
指
導
上
席
の

件
数
減
も
含
め

た
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
の
充

実
を
強
く
求
め
ま

し
た
。

ま
た
、
職
場
で
パ
ワ
ハ
ラ

が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
具
体
例
も
示
し
て
指
摘
。

８
年
ほ
ど
前
、
セ
ク
ハ
ラ
に

つ
い
て
当
局
が
強
い
問
題
意

識
を
持
ち
、
啓
蒙
し
た
こ
と

も
あ
り
、
現
在
で
は
随
分
認

識
が
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

例
え
に
、
パ
ワ
ハ
ラ
に
つ
い

で
、
青
年

間
で
の
分

断
発
令
に

固
執
し
続

け
て
い
る

こ
と
が
責

任
放
棄
と

な
っ
て
い

交
渉
で
は
、
調
査
件
数
増

や
内
部
事
務
一
元
化
試
行
に

伴
い
、
職
場
に
ゆ
と
り
が
な

く
な
っ
て
い
る
な
か
で
、
当

局
の
責
任
に
お
い
て
若
手
の

育
成
が
充
分
に
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
指
摘
。
そ
の
中

11
・
12

青
年
部
交
渉

左から高橋さん(長岡分会)、木村青年部長、田山さん(品川
分会)

 


